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1

実施要領「6 参加表明書の提出」の提出書類エで

は、市税、法人税及び消費税及び地方消費税を滞納

していないことが証明できるものの提出が求められ

ています。当社は本店所在地が高松市外にあり、高

松市内に事業所等を有しておらず、高松市における

市税の納税義務がございません。この場合、市税に

関する証明書の提出は不要との理解でよろしいで

しょうか。また、不要となる場合は、その旨を示す

申立書等、代替として必要となる書類がありました

らご教示ください。（法人税・消費税分は、税務署

発行の納税証明書「その3の3」を提出予定です。）

高松市における市税の納税義務がない場

合は、市税に関する証明書の提出は不要

です。また、代替書類の提出も不要で

す。


